
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河内町 

空き家登録制度 
 

。 

 

①空き家物件の登録申請 

 「空き家登録カード」に必要事

項を記入して町へ登録の申請

を行う。 

②現地確認 

 登録カードをもとに空き家の

現況及び所有者情報等を確認

する。 

 

⑤見学相談の連絡 

見学等の問い合わせ 

空 き 家 登 録 制 度 の 活 用 方 法 

 

③物件情報の公開 

 「空き家台帳」に登録された物

件の情報を HPなどで公開す

る。 

④見学等の申込み 

 物件の見学等の申込みを行う 

 

貸したい・売りたい 借りたい・買いたい 

 

※町では斡旋・交

渉・契約は行いませ

ん。当事者間で行っ

ていただきます。 

茨城県河内町 
Kawachi Town 

【お問い合わせ先】茨城県稲敷郡河内町源清田 1183 

河内町生活環境課 ℡0297-84-2111(代) 

kankyou@town.ibaraki-kawachi.lg.jp 

※１ 登録物件の管理については、引き続き所有者の方に行っていただきます。 

※２ 契約等に関するトラブルは当事者間で解決してもらいます。 

役 場 

 


